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付
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。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
い
わ
ゆ
る
�
�
�
�
「
主
権
回
復
の
日
」
政
府
式
典
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
完
全
な
主
権
回
復
」
の
文
言
は
、
地
理
的
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
連
合
軍
の
占
領
中
は
、
我

が
国
の
主
権
が
制
限
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
）
の
発
効
に
よ
り
、
同

条
約
第
一
条
⒝
の
「
連
合
国
は
、
日
本
国
及
び
そ
の
領
水
に
対
す
る
日
本
国
民
の
完
全
な
主
権
を
承
認
す
る
。
」
と
の
規
定

に
基
づ
き
、
か
か
る
制
限
を
受
け
な
い
主
権
を
回
復
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
同
条
約
の
発
効
に
よ
る
我
が
国
の
完
全
な
主
権
回
復
及
び
国
際
社
会
復
帰
六
十
年
の
節
目
を
記
念
し
、

我
が
国
に
よ
る
国
際
社
会
の
平
和
と
繁
栄
へ
の
責
任
あ
る
貢
献
の
意
義
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
と
教
訓

ひ
ら

を
い
か
し
、
我
が
国
の
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
決
意
を
確
固
と
し
た
も
の
に
す
る
と
い
う
趣
旨
で
、
「
主
権
回
復
・
国
際

社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
（
以
下
「
本
式
典
」
と
い
う
。
）
を
挙
行
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
式
典
に
当
た
っ
て
は
、
沖
縄
が
先
の
大
戦
に
お
い
て
悲
惨
な
地
上
戦
を
経
験
し
た
こ
と
、
ま
た
、
同
条
約
の
発
効
以
降

も
一
定
期
間
、
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
及
び
沖
縄
が
、
我
が
国
の
施
政
権
の
外
に
置
か
れ
た
と
い
う
苦
難
の
歴
史
を
忘
れ

て
は
な
ら
ず
、
苦
難
を
耐
え
抜
か
れ
た
先
人
の
心
情
に
思
い
を
致
し
、
沖
縄
の
方
々
が
抱
え
る
基
地
負
担
の
軽
減
に
取
り
組

一



む
と
と
も
に
、
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
及
び
沖
縄
を
含
め
た
我
が
国
の
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
決
意
を
新
た
に
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一
般
に
、
国
際
法
上
、
主
権
と
は
、
国
家
が
自
国
の
領
域
に
お
い
て
有
す
る
他
の
権
力
に
従
属
す
る
こ
と
の
な
い
最
高
の

統
治
権
の
こ
と
を
い
い
、
国
家
の
基
本
的
地
位
を
表
す
権
利
を
意
味
す
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
一
、
三
及
び
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
本
式
典
の
趣
旨
及
び
過
去
の
政
府
主
催
に
よ
る
式
典
の
例

に
鑑
み
、
参
列
者
の
範
囲
を
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
国
務
大
臣
、
最
高
裁
判
所
長
官
、

最
高
裁
判
所
判
事
、
都
道
府
県
知
事
、
民
間
各
界
代
表
、
各
府
省
幹
部
等
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
天
皇
の
政
治
利
用
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
一
、
三
及

び
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
趣
旨
で
、
政
府
主
催
に
よ
り
本
式
典
を
挙
行
し
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
を
賜
る
も

の
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二



六
に
つ
い
て

ら
ん

大
日
本
帝
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
天
皇
が
国
の
統
治
権
を
総
攬
す
る
地
位
に
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
こ
れ
が
否
定
さ
れ
、

日
本
国
憲
法
で
は
、
そ
の
前
文
で
「
こ
こ
に
主
權
が
國
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。
」
と
国
民

主
権
を
う
た
っ
て
い
る
。
こ
の
国
民
主
権
の
原
理
は
、
人
類
普
遍
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
世
界
の
多
く
の
国
の
憲
法
に
お

い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三


